　　年　　月　　日

　神奈川県厚木土木事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名・団体名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先（担当者名）　　　　　　　　　　　　　　
（電話）　　　　　　　　　　　　　　
※事業者や団体が業務上の撮影や大人数でのイベント等で、
ドローンを飛行する場合のみの提出をお願いしております。
河川区域内一時使用届（無人航空機用）
一級河川【　　　　　川】河川区域内において、無人航空機（ドローンやラジコン機等）を飛行させるために一時使用するので届け出ます。
１　期　間　　　　　年　　月　　日　　時から　　　　年　　月　　日　　時まで
２　場　所　　　　　　市・町・村　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　市町村名は必ず記載し、住所不明の場合は○○橋付近など目印をご記載ください
３　目　的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　誓　約

　この届出により他の河川利用者に優先するなどの権利は一切発生するものでないことを承知し、河川の使用にあたっては、以下の事項を遵守します。

(１) 航空法及び「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」を理解し、抵触しないよう飛行させます。また、人や車両の上空では飛行させません。
(２) 河川敷は公共のものであり、色々な人が様々な目的を持って訪れます。他の河川利用者との利用調整を十分に図るとともに、周辺住民等に迷惑をかけないよう十分注意します。
(３) グラウンドや公園の上空を飛行させる場合、事前に施設管理者(当該市町村等)へ問合せを行い、許可等を得ます。
(４) 民有地上空では特別に許可を得た場合を除き、ドローンを飛行させません。
(５) 使用後はゴミを持ち帰り、河川環境の保全に努めます。

(６) 使用が原因し、第三者に損害を与えた場合、当方が解決にあたります。

(７) 河川管理施設を損傷した場合は、速やかに所長に届け出て、その指示に従います。また、当該河川管理施設の原状回復に要する費用は、すべて当方が負担します。

(８) 使用中は気象情報に留意し、出水などのおそれがある場合は、自らの責任において対処します。なお、簡易工作物がある場合は速やかに撤去します。
６　添付図面　①平面図（１／２０００程度）※飛行エリアを着色したもの
②事業の内容がわかる書面
※Ｅメールでの提出先（厚木土木事務所許認可指導課宛）
Ｅメールアドレス⇒atudo.1915.kyoshi@pref.kanagawa.lg.jp
